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５．２ 「田んぼダム」の支援制度 

「田んぼダム」の効果を発揮するには、十分な高さ（30cm 程度）のある堅固な畦畔や貯

留した雨水を迅速に排水できる落水口などが整備され、適切に維持管理されることが重要

です。 

このような農地の整備や補強、流出量調整器具の購入等には農地整備事業や多面的機能

支払交付金を活用することができます。このような制度を活用することにより、農業者の

負担を軽減することが重要です。 

〇 農地整備事業等を活用し、「田んぼダム」に必要な畦畔や落水口を整備 

既に「田んぼダム」を実施している先行地区で行ったアンケート結果においても、「田

んぼダム」の取組を普及・拡大するため必要な支援として、堰板の配布、営農に影響が

少ない堰板などの普及・開発に次いで、畦畔、落水口の排水枡、排水路等の農地の整備

が挙げられました（図 36）。 

 

 

図 36「田んぼダム」の普及拡大（実証事業 先行地区アンケート調査結果） 
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畦畔、落水口、排水路等の農地の整備には、これまでも農地整備事業等を活用するこ

とができましたが、さらに、令和４年度より、農地の整備と併せて「田んぼダム」を始

める地区において、「田んぼダム」を行うために必要な水災害リスクや「田んぼダム」の

効果に係る調査・検討、話合い等の調整に係る経費、「田んぼダム」の実施に必要な堰板

等の流出量調整器具の購入などに係る経費、畦畔補強、落水口の整備等を定額で支援す

ることができるようになりました（図 37）。 

また、「田んぼダム」の実施のために必要な排水路、畦畔、落水口等の整備には、農家

負担を伴わない防災ガイドラインを適用できるようになりました。 

このような事業を活用することにより、農業者の負担を軽減しつつ、「田んぼダム」の

ためだけではなく、営農を行う上でも必要な農地の整備を行い、地域の農業を継続して

いくことが重要です。 

事業の活用に当たっては、地方農政局、都道府県、市町村等の農地整備の担当にご相

談下さい。 
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https://www.maff.go.jp/j/nousin/keiiku/noutiseibi/attach/pdf/index-26.pdf 

 

https://www.maff.go.jp/j/nousin/keiiku/noutiseibi/attach/pdf/index-33.pdf 

図 37 農地整備事業等による「田んぼダム」の支援 
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〇 多面的機能支払交付金を活用し、畦畔などの機能を向上 

 「田んぼダム」を実施するためには、十分な高さのある堅固な畦畔や、落水口の排水

桝、排水路を整備するだけでなく、整備後も良好な状態に維持管理し、状況に応じて補

強などを行うことで、機能を保全することが重要です。 

 このような地域の取組には、多面的機能支払交付金を活用することができ、先行地区

でも、図 38 のような活動に活用されています。 

 

 

 

図 38 多面的機能支払交付金の活用（実証事業 先行地区アンケート調査結果） 
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「田んぼダム」の実施に必要な畦塗り等の畦畔の補強は、多面的機能支払交付金のう

ち資源向上支払交付金の対象となることに加え、資源向上支払の交付を受ける田の面積

の１／２以上で「田んぼダム」に取り組む場合 10a 当たり 400 円（北海道は 320 円）の

加算措置があります（図 39）。 

「田んぼダム」を継続するためには、整備した畦畔や落水口等の機能を維持していく

ことが必要です。多面的機能支払交付金を活用することで、農業者の負担を軽減しつつ、

農地の機能を維持・向上することで、地域の農業を継続していくことが重要です。 

交付金の活用に当たっては、地方農政局、都道府県、市町村等の農地整備の担当にご

相談下さい。 

 

図 39 多面的機能支払交付金による「田んぼダム」の支援 

https://www.maff.go.jp/j/nousin/soumu/yosan/attach/pdf/index-215.pdf P48 

  


